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告 示

島根県告示第530号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定したの

で、同法第55条の２第１号の規定により告示する。

平成24年９月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

医療機関の名称 所 在 地 指 定 年 月 日

三木整形外科ペインクリニック 出雲市斐川町併川字神立706 平成24年９月18日

訪問看護ステーション Ａ ｌｉｖｅ 松江市千鳥町71 平成24年７月１日

ファーマシィ花のさと薬局 出雲市下古志町1125－３ 平成24年９月１日

あいむ薬局 神立店 出雲市斐川町併川字神立705－１ 平成24年９月18日

島根県告示第531号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第55条の２第１号の規定により告示する。

平成24年９月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

実施する事業 指定年月日
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

社会福祉法人 ひら 出雲市東郷町175番地４ 居宅介護支援 社会福祉法人ひらた 出雲市平田町2112 平成24年８

た福祉会 福祉会 居宅介護支 番地１ 月１日

援事業所

株式会社 みなとの 出雲市小津町28番地１ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所 出雲市小津町28番 平成24年８

丘 みなとプラン 地１ 月24日

大興機械商事株式会 松江市北田町63－４ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所 松江市北田町63－ 平成24年４

社 らくらくタイコー ４ 月１日

社会福祉法人 浜田 浜田市野原町859－１ 居宅介護支援 さんあい居宅介護支 浜田市金城町下来 平成24年５

市社会福祉協議会 援事業所 原1541－20 月１日

大興機械商事株式会 松江市北田町63－４ 介護予防福祉 大興機械商事株式会 松江市北田町63－ 平成24年４

社 用具貸与 社 ４ 月１日

株式会社 Ｈｏｍｅ 松江市天神町59番地５ 通所介護 デイサービス 彩り 松江市西嫁島一丁 平成24年８

Ｔｅｒｒａｃｅ テラス 目３番３号 月１日

株式会社 Ｈｏｍｅ 松江市天神町59番地５ 介護予防通所 デイサービス 彩り 松江市西嫁島一丁 平成24年８

Ｔｅｒｒａｃｅ 介護 テラス 目３番３号 月１日

株式会社 ファーマ 広島県福山市沖野上町四 居宅療養管理 ファーマシィ花のさ 出雲市下古志町 平成24年９

シィ 丁目23番27号 指導 と薬局 1125－３ 月１日

株式会社 ファーマ 広島県福山市沖野上町四 介護予防居宅 ファーマシィ花のさ 出雲市下古志町 平成24年９

シィ 丁目23番27号 療養管理指導 と薬局 1125－３ 月１日
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島根県告示第532号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指

定介護機関の所在地の変更の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定により告示する。

平成24年９月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

変 更
事 業 者 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 年月日
実施する事業 所 在 地

変更前 変更後

社会福祉法人 ほ 出雲市万田町692－２ 認知症対応型 あかねの里 認知症 出雲市上岡 出雲市平田 平成24年

のぼの会 共同生活介護 対応型共同生活介護 田町1031－ 町7169番地 ４月８日

事業所 １

島根県告示第533号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の就任及び退任の届出があ

ったので、同条第17項の規定により告示する。

平成24年９月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

松江市東出雲町土地改良区

１ 就任した役員の氏名及び住所

理事

宮廻 美範 松江市東出雲町揖屋1337番地

越野 幸二 松江市東出雲町錦新町七丁目１番11号

太田 眞 松江市東出雲町上意東1870番地

野々内英範 松江市東出雲町出雲郷1689番地

山根 誠志 松江市東出雲町下意東897番地

三島 徹男 松江市東出雲町今宮307番地

森本 精 松江市東出雲町須田515番地

永島 延男 松江市東出雲町下意東559番地

監事

石原 通昭 松江市東出雲町揖屋563番地

永島 信男 松江市東出雲町下意東637番地

野々内茂雄 松江市東出雲町出雲郷273番地

２ 就任年月日

平成24年９月１日

３ 退任した役員の氏名及び住所

理事

野津 貞夫 松江市東出雲町揖屋689番地16

宮廻 美範 松江市東出雲町揖屋1337番地

太田 眞 松江市東出雲町上意東1870番地

野々内英範 松江市東出雲町出雲郷1689番地
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前田 隆雄 松江市東出雲町下意東671番地

山根 誠志 松江市東出雲町下意東897番地

三島 徹男 松江市東出雲町今宮307番地

森本 精 松江市東出雲町須田515番地

監事

石原 通昭 松江市東出雲町揖屋563番地

永島 信男 松江市東出雲町下意東637番地

野々内茂雄 松江市東出雲町出雲郷273番地

島根県告示第534号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条第

４項の規定により告示する。

平成24年９月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

調査を行った者の名称 調査を行った時期 調査を行った地域 認証年月日
成果の名称

地籍図 地籍簿

仁多郡奥出雲町 平成20年度～24年度 39枚 ４冊 雨川１ 平成24年９月13日

仁多郡奥出雲町 平成21年度～24年度 37枚 ２冊 山県１ 平成24年９月13日

正 誤

平成22年３月26日付け島根県報号外第46号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

ページ 箇所 誤 正

３ 島根県告示第222号の表中

雲南市大東町遠所1014 雲南市大東町遠所1803

番１地先から同1803番 番４地先から同1014番

４地先まで １地先まで
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